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八代市ふるさと納税業務プロポーザル実施要項 

 

１ 目的 

この要項は「八代市ふるさと納税業務」について、最適な事業者の選定を価格の

みによる競争によらず、企画力、技術力、提案力等の点から選定を行う公募型プロ

ポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施するため必要な事項を定めるもの

とする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

八代市ふるさと納税業務委託 

（２）業務内容 

別添「八代市ふるさと納税業務委託仕様書」のとおり。 

（３）業務期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

※ ただし、契約締結日から令和８年３月３１日までは、業務引継ぎ等の準備期間

とし、令和８年４月１日より運用を開始するものとする。 

 

３ 予算額（予定価格）  

寄附額の７％（消費税及び地方消費税相当額を除く。）を限度額とし、委託業務の

実施に必要な一切の費用を含むものとする。 上記の予算額（予定価格）には、受託

者が返礼品提供事業者に支払う返礼品代金及び配送料は含まない。なお、参考見積

が、寄附額の７％を超過した場合は失格とする。 

 

４ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

５ 参加資格  

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項の

全てを満たす者とする。  

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定のほか、次

に掲げるものに該当しない者であること。  

①会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に規定する更生手続きの適用を申請し
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た者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者であるこ

と。   

 ②民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に規定する再生手続の適用を申請した

者で同法に 基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない者であること 

（２）国税及び地方税の滞納がないこと。  

（３）暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号) 第２条第６号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力

団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力

団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であること。  

（４）過去３年間（令和４年４月から令和７年３月まで）において、本市または人口

１０万人以下の他の自治体で、別紙「八代市ふるさと納税業務委託仕様書」に定め

る「７ 業務の概要」と類似の業務を年間通じて受託した実績を１件以上有してお

り、その受託した自治体の中で、単年度寄附金額３０億円以上を有していること。 

※ 仕様書に定める業務のうち、一部のみの受託実績では不可とする。  

※ 証明書・確認書関係については、申請直前３ヵ月以内に発行されたものであること。 

 

６ 選考スケジュール  

手続き 日程 

（１）実施要項等の公表 令和７年１２月２６日(金) 

（２）質問受付期限 令和８年１月９日(金) 午後５時まで 

（３）質問回答 令和８年１月１４日(水) 

（４）参加意思表明書提出期限 令和８年１月１９日(月) 午後５時まで 

（５）提案書等提出期限 令和８年１月２６日(月) 午後５時まで 

（６）一次審査（書類審査）結果通知 令和８年１月２８日(水)  

※応募が４者以上の場合 

（７）選定審査日(プレゼンテーション) 令和８年 ２月３日(火) 

（８）審査結果公表 令和８年 ２月上旬 

（９）契約締結 令和８年 ２月中旬 

 

７ 仕様書等に関する質問の受付及び回答  

（１）質問受付方法  

仕様書等に関する質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにした上で、任意

様式により下記提出先へ電子メールにて提出するものとする。なお、期限後の質問

は受け付けない。  

（２）質問受付期限 

「６ 選考スケジュール」のとおり。  
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（３）質問回答方法及び期限  

質問への回答は、「６ 選考スケジュール」に定める日時までに、市ホームページ 

に掲載する。なお、質問への回答は、本募集要項及び仕様書等の追加又は訂正とみ

なす。  

（４）提出先  

八代市経済文化交流部ふるさと納税推進室  

Ｅメール：furusato-y@city.yatsushiro.lg.jp  

 

 

８ 参加意思表明書の提出について  

（１）提出期限 「６ 選考スケジュール」のとおり。  

（２）提出方法 次に掲げる書類を添えて、持参又は郵送により提出すること。ただ

し、郵送の場合は、提出期限必着 とし、配達が証明できる方法（書留、特定記録等）

で郵送すること。  

（３）提出先 〒866-8601 熊本県八代市松江城町 1-25 

       八代市経済文化交流部ふるさと納税推進室  

（４）提出書類  

① 参加意思表明書（様式１） 

② 印鑑証明書（受付日前３か月以内に発行されたもの（写し可）） 

  ③ 法人の登記事項証明書（受付日前３か月以内に発行されたもの（写し可）） 

  ④ 納税証明書（直近１年の法人税、消費税（地方消費税）（写し可）） 

（５）提出部数 １部 ※参加意思表明書の提出がない場合、プロポーザル参加の意思

がないものとみなす。 

 

９ 企画提案書等の提出について  

（１）提出期限  

「６ 選考スケジュール」のとおり。  

（２）提出方法  

持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午

前８時３０分から午後５時までとする。郵送の場合は、提出期限必着とし、配達が証

明できる方法（書留、特定記録等）で郵送すること。  

（３）提出先 〒866-8601 熊本県八代市松江城町 1-25 

       八代市経済文化交流部ふるさと納税推進室 
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（４）提出書類 

① 企画提案書表紙（様式２） 

② 提案者の会社概要・業務責任者の氏名等（様式３） 

③ ふるさと納税支援業務（類似業務）の実績（様式４） 

④ スケジュール及び体制（様式５）  

⑤ 見積書（任意様式）  

⑥ 企画提案書本体（任意様式） 

⑦ 別表の採点基準の項目が確認できるよう、できるだけ分かりやすく、簡潔にま 

とめ記載すること。  

（５）提出部数  

正本：１部（製本・要押印） 

副本：９部（押印不要）  

（６）その他 

応募業者が１者のみであっても、参加資格を有するものであればプロポーザルを実

施するものとする。 

 

１０ 失格に関する事項  

参加申込者は、以下のいずれかに該当した場合は、失格又は無効とする。  

（１）実施要領に定める参加資格を満たさない場合  

（２）実施要領に定める手続きを遵守しない場合  

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合  

（４）提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く）  

（５）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 

 

１１ 選考方法及び選考基準 

（１）選考方法  

優先交渉権者の選定にあたっては、公募型プロポーザルとしてプレゼンテーショ

ンによる審査にて選考する。  

（２）選定委員会について  

市は、優先交渉権者を選定するため、八代市ふるさと納税業務委託選定委員会

（以下「選定委員会」という。）を設置する。  

（３）一次審査（書類審査）について  
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応募事業者が４者以上の場合に、提案書等にて書類審査を行い、二次審査（プレ

ゼンテーション）対象事業者３者を選考する。応募事業者が３者以内だった場合は

実施しない。 一次審査結果については、「６ 選考スケジュール」に定める日時まで

にメールにて通知する。  

（４）二次審査（プレゼンテーション） 

 ① 実施日時・場所  

令和８年２月３日（火) ※予定  

※場所等、詳細は別途通知する。  

※プレゼンテーションを行う順番は、企画提案書の受付順とする。  

※プロジェクター及びスクリーンのみ市が用意する。それ以外の必要機器は応

募者が用意すること。  

② プレゼンテーション出席者  

３名以内とする。 

 ③ 実施時間 ４５分以内とする（目安：説明３０分＋質疑応答１５分） 

 

１２ 審査結果の通知について  

（１）審査結果については、電子メールで通知する。  

（２）審査結果についての異議申し立ては、受理しない。  

（３）選定に係る経過については、一切公表しない。 

 

１３ 契約  

候補者決定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手

続を行うものとする。  

なお、その際には、選定された者はあらためて見積書を提出するものとする。 

 

１４ 参加辞退について 参加意思表明書の提出後、参加辞退を行う場合には、「プロ

ポーザル参加辞退届」（様式６）を提出するものとする。 

 

１５ 留意事項  

（１）プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。提出後の提案書

等の修正差し替えはできない。  

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合は、本プロポーザルへの参加の取消し、契

約 決定の取消し等を行うことがある。  
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（３）企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市が本プロポーザルに

関する報告、公表等のため必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ず提出書類 

の内容を無償で使用することができる。  

（４）提案書に必要な著作権の手続きは、各プロポーザル参加者にて行うものする。  

（５）提出書類については返却しない。 

 

１６ 結果の公表 選定結果については、市ホームページ上で公表する。 

 

 


